
 

令令和和８８年年度度  

長長野野県県中中小小企企業業融融資資制制度度ののごご案案内内  
  

県では、金融機関及び長野県信用保証協会と協調し、長期・固定・低利の融資制度を設け、

金融機関への資金の預託、県と市町村による信用保証料の補助を通じて、中小企業の皆さま

が安定した経営を行えるよう応援します。 

 

－ お問い合わせ先 － 
 

※制度資金の利用にあたっては、各機関での審査があります。 

審査の結果により、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 

※このパンフレットの内容は、令和８年４月１日現在の内容ですので、 

最新の内容は県ホームページ等でご確認いただくか、経営・創業 

支援課又は地域振興局商工観光課までお問い合わせください。 

長野県産業労働部経営・創業支援課 

（長野県庁５階 026-235-7200） 

長野県 

地域振興局 

商工観光課 

佐 久 〒385-8533 佐久市跡部 65-1 

     0267-63-3157 

上 田 〒386-8555 上田市材木町 1-2-6 

     0268-25-7140 

諏 訪 〒392-8601 諏訪市上川１丁目 1644-10 

     0266-57-2922 

上伊那 〒396-8666 伊那市荒井 3497 

     0265-76-6829 

南信州 〒395-0034 飯田市追手町２丁目 678 

     0265-53-0431 

木 曽 〒397-8550 木曽郡木曽町福島 2757-1 

     0264-25-2228 

松 本 〒390-0852 松本市大字島立 1020 

     0263-40-1932 

北ｱﾙﾌﾟｽ 〒398-8602 大町市大町 1058-2 

     0261-23-6523 

長 野 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 

     026-234-9527 

北 信 〒383-8515 中野市大字壁田 955 

     0269-23-0219 

長野県信用 

保証協会 

企業支援部   〒380-0838 長野市大字南長野県町 597-5   026-234-7680 

本店営業部   〒380-0838 長野市大字南長野県町 597-5   026-234-7271 

松本営業部   〒390-0852 松本市大字島立 976-1     0263-47-1533 

上田支店    〒386-0025 上田市天神 3-4-8         0268-22-5914 

飯田支店      〒395-0084 飯田市鈴加町 2-19            0265-52-1522 

諏訪支店      〒392-0022 諏訪市高島 1-12-18           0266-52-1946 

佐久支店      〒385-0027 佐久市佐久平駅北 19-5      0267-68-8484 

伊那支店    〒396-0015 伊那市中央 4634-1        0265-72-6148 

中野支店      〒383-0025 中野市三好町 2-1-58       0269-22-4528 

取扱金融機関 県内に本・支店のある銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、県信連、保証協会と契約のある農協 

セーフティネット保証等の認定 各市町村の商工担当課 

商工関係団体 商工会議所、商工会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会 

県ホームページ 
長野県トップページ（http://www.pref.nagano.lg.jp/）⇒「仕事・産業・観光」⇒「商工業」 

⇒「金融支援」 



6,000
   

0.2

 1.4

   

   

0.44

1.9

8,000
   

8,000
   

3,000
   

6,000

8,000

1 5,000

8,000

6,000
2

6,000
   

1.2 1.0

1 6,000
 

2.3

2.2

0.44

2,000

   

 

 2.4

2.65



1.2

5,000 1.7%

2 8,000

5,000

1.7

3,000

3,000

3,000

1 5,000

1

5,000

1 5,000

5,000

3,000

0.44

1.7
5,000

3,000

1 5,000

3,000

1 5,000

2 8,000

1 5,000

1.3%

 1 5,000

1.2

1 5,000

 1 5,000

1.6



   

                   

                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

AI IoT  

  

  

 
 

 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 20

  

 

 

  

 

 

  

       

   

  

        

  

   

  



12 72 84

8 5 15

1,000

2.2%

026-235-0000

R5.4.1

2026 4 15





   

 

 

  

  

   

  

 

  

 

 

 

 
 

 



    

 
 

  

 

   

  

         

   

  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 
 

8,000  

( 8,000

) 

 
 

 

 

 
 

2,000  10  
 

 

 

 
 

 

100

8,000

8,000  

 
 

 

  
 

 

  

100

8,000    

5,000

 

 

 

 

 

100

2,000    

 

 

 

  

3,000

8,000

 

10

 

 

 

 

 

  

8,000  

15

20

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

8,000  

( 8,000

) 

 
 

 

 

 

 
 

8,000  

( 8,000

) 

15  

0.80  

(

0.20 ) 

 

 

 

 

 

8,000  

( 8,000

) 

10  
 

 

 

 

  

8,000  10  
 

 

 

 

  

2,400

5,000

 

 
 

6,000

 

 

80 6,000

3,000 1,000

 

 



15

  

◎◎  政政府府系系金金融融機機関関・・そそのの他他のの関関係係融融資資制制度度ののごご案案内内 
機機関関等等  制制度度名名  対対象象者者  限限度度額額  利利率率  貸貸付付期期間間上上限限  保保証証人人等等  おお問問いい合合わわせせ先先  

日
本
政
策
金
融
公
庫 

（
中
小
企
業
事
業
） 

新事業活動促進資金 
新しい事業分野の開拓を行う

方 
14.4億円 

お問い合わ

せください 

設備 20年(うち据置 2年) 

運転 10年(うち据置 2年) 
お客様のご希望を伺

いながら相談させて

いただきます 

松本支店 

0263-33-0300 

海外展開・事業再編資

金 

海外展開や海外展開事業の再

編を行う方 
14.4億円 

設備 20年(うち据置 2年) 

運転 10年(うち据置 2年) 

経営環境変化対応資金 

（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付） 

社会的、経済的環境変化の中

で、資金の導入をお考えの方 
7.2億円 

設備 15年(うち据置 3年) 

運転 10年(うち据置 3年) 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

（
国
民
生
活
事
業
） 

 

一般貸付 
事業を営むほとんどの業種の

方 
4,800万円 

お問い合わ

せください 

 

設備 10年(うち据置 2年) 

運転 ７年(うち据置 1年) 

お客様のご希望を伺

いながら相談させて

いただきます 長野支店 

0570-021469 

松本支店 

0570-023118 

小諸支店 

0570-026076 

伊那支店 

0570-023834 

生

活

衛

生

貸

付 

一般貸付 

生活衛生関係の事業を営む方

（飲食店、喫茶店、食肉食鳥

肉販売業、氷雪販売業、興行

場、一般公衆浴場業、旅館業、

理容業、美容業、クリーニン

グ業、サウナ営業、その他公

衆浴場業） 

設備 7,200 万円～

4.8 億円（業種に

よって異なる） 

13年(うち据置 1年以内、返

済期間が７年超の場合２年

以内)  

〈一般公衆浴場業の場合 30

年以内〉 

振興事業貸付 

生活衛生関係の事業を営む方

であって、振興計画の認定を

受けている生活衛生同業組合

の組合員 

設備 1.5 億円～

7.2億円 

（業種によって異

なる） 

運転 5,700万円 

設備 20年(うち据置 2年) 

運転 10年(うち据置 2年) 

<訪日外国人旅行者（インバウ

ンド）対応に必要な設備資金で

あって、店舗・宿泊施設の新設

および増改築にかかるものに

ついては、30年以内> 

新規開業・スタートア

ップ支援資金 

新たに事業を始める方または

事業開始後おおむね７年以内

の方 

7,200万円 

 

設備 20年(うち据置 5年) 

運転 10年(うち据置 5年) 

経営環境変化対応資金 

（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付） 

売上が減少するなど一時的に

業況が悪化している方 
7,200万円 

設備 20年(うち据置 3年) 

運転 10年（うち据置 3年） 

小規模事業者経営改善

資金 

（通称マル経融資） 

従業員数が 20 人（商業・サー

ビス業（宿泊業及び娯楽業を

除く）は 5人）以下で商工会、

商工会議所の推薦を受けた方 

2,000万円 

年 2.40% 

 (令和 8 年 3

月 5 日現在) 

 

10年(うち据置 2年) 
なし 

（無担保・無保証人） 

生活衛生改善貸付 

従業員数が 5 人以下（旅館業

及び興行場営業は 20人以下）

の生活衛生関係の事業を営む

方であって、生活衛生同業組

合等の推薦を受けた方 

商
工
中
金 

一般貸付 

（長期資金・短期資金） 

中小企業等協同組合法で設立

された組合であって、金庫の

株主となった組合及びその組

合員の方 

ご相談ください 
ご相談くだ

さい 

設備 15年(うち据置 2年) 

運転 10年(うち据置 2年) 

お客様のご希望を伺

いながら相談させて

いただきます 

長野支店 

026-234-0145 

松本支店 

0263-35-6211 

諏訪支店 

0266-52-6600 

商工貯蓄共済融資制度 

商工貯蓄共済制度に加入し、

掛金を６か月以上正常に納付

されている方 

加入口数１口につ

き 100 万円以内で

2,000万円を限度 
お問い合わ

せください 

設備 10年(うち据置 6か月) 

運転 7年(うち据置 6か月) 

原則県信用保証協会

保証付 

取扱金融機関 

 県内指定金融機関 

お問い合わせ 

 商工会、商工会連合 

 会 

商工貯蓄共済制度に加入し、

掛金を６か月以上正常に納付

されている方のうち指定され

た災害地の事業者 

設備 2,000万円 

運転 1,000万円 

設備 10年(うち据置 1年) 

運転 7年(うち据置 1年) 

小規模企業共済契約者貸付制度 

（一般貸付） 

小規模企業共済加入後、貸付

資格判定時（４月末日または

10 月末日）までに 12 か月以

上掛金を納付している方（納

付掛金の要件あり） 

掛金残高の 70%～

90%以内で 10 万円

以上 2,000 万円以

内 

年 1.5% 

６か月～５年 

（貸付額により貸付期間の

上限がある） 

なし 

 中小企業基盤整備

機構からの通知によ

り契約者が登録した

金融機関 

 指定のない場合 

 商工中金 

経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済 

(

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度) 

共済金貸付 

経営セーフティ共済の加入者

で、加入後６か月以上経過、

６か月以上掛金を納付してい

る方（前納未到来分は除く）

で、取引先事業者が倒産し、

売掛金債権等の回収が困難と

なった場合（倒産日から６か

月以内に請求） 

「回収困難となっ

た売掛金債権等の

額」と「掛金総額

の 10 倍に相当す

る額（最高 8,000

万円）」のいずれか

少ない額 

無利子 

ただし、貸付

額の 1/10 に

相当する額

が納付した

掛金から控

除されます 

５年～７年 

（うち据置６か月、貸付額

により償還期間が異なる） 

なし 

 登録取扱機関の商

工会議所、商工会、 

中小企業団体中央会、 

 取扱金融機関 

一時貸付 

経営セーフティ共済の加入者

で、12か月以上掛金を納付し

ている方（前納未到来分は除

く） 

機構解約の場合の

解約手当金の 95%

以内 

年 0.9% 

令和 6年 4月

１日現在 

１年 なし 

お問い合わせ 

 中小企業基盤整備機構  

  コールセンター 

  050-5541-7171 

地域再生支援利子補給金制度 

県が策定した地域再生計画に

基づき、県内での工場等の新

設・増設を行おうとする方 

ご相談ください。 

※地域再生支援利子補給金制度は、対象企業に対して融資した場合に、国から金融機関 

 に対して利子補給を行う制度です。 

県経営・創業支援課又

は、最寄りの金融機関

にお問い合わせくだ

さい。 

※ 最新の利率等は各機関・お問い合わせ先にご確認ください。 


